
規

則 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
六
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
八
十
二
号 

 
 

 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
生
活
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
埼
玉
県
規
則
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
七
条
第
二
十
八
号
中
「
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
」
を
「
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
塩
化

ビ
ニ
ル
又
は
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
十
条
第
一
号
中
「
及
び
第
十
七
号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
」
を
「
、
第
十
七
号
か
ら
第
二

十
六
号
ま
で
及
び
第
二
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
、
第
二
十
八
号
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
十
五
第
一
号
及
び
別
表
第
十
六
中
「
、
春
日
部
市
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
十
一
の
二
五
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

    

別
表
第
二
十
三
の
二
七
の
項
中
「
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
」
を
「
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
塩

化
ビ
ニ
ル
又
は
塩
化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
）
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

二
六 

ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
塩
化
ビ
ニ
ル
又
は
塩

化
ビ
ニ
ル
モ
ノ
マ
ー
） 

検
液
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇 

〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム 

 


